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オーラルフレイルとは「歯や口の働きの衰え」で、老化のはじまりを示すサインとも
言われています。オーラルフレイルの症状は、健康な体から要介護の状態になる前の
「フレイル期」に現れます。介護を必要としない毎日を長く過ごすためにも、オーラル
フレイルの症状にできるだけ早く気づき、予防や改善をしましょう。

自民党会派検討チームの考え

「オーラルフレイル」の予防で「健康寿命日本一」を目指す！！

秋田をもっと前へ！

私たち秋田県議会自民党会派はこれからも地域の課題解決や、秋田の未来のために声を聞き提案を続けてまいります

言

「オーラルフレイル」の予防で「健康寿命日本一」を目指秋田を
前へ！
秋田を
前へ！
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秋田県歯と口腔の健康づくり推進条例改正

農業県秋田は複合型生産構造の確立はもとより、需要に応じた米の生産を
進め、全国シェアを獲得することが必要であり、その生産の根幹である種子の確保
と安定的な供給を目指した「種子条例」の制定は、これからの秋田県農業にとって
大変意義のあるものと考えます。

食の安全•安心を見据え、次の世代にしっかりと種子を手渡す！！
進

食の安全•安心を見据え、次の世代にしっかりと種子を手渡秋田を
前へ！ 食の安全•安心を見据え、次の世代にしっかりと種子を手渡秋田を
前へ！

2
秋田県主要農作物種子条例制定

自民党会派が主導し、 議員提案により
制定・改正に結びつけた2つの条例をご紹介します

R3.3.5
県議会2月議会において審議、可決!

なぜ

条例改正？？

秋田県歯と口腔の健康づくり推進条例は平成24年10月に施行され、条例に基づき、
県民の歯と口腔の健康づくりに関する13の基本的施策が実施されています。
また、本県では平成29年から「健康寿命日本一」を目指し、健康寿命の延伸に向けた

取組を県民運動として、オール秋田で推進しており「オーラルフレイル」の予防が重要なカギとなり
ます。そこで、これまでの施策に「オーラルフレイル」の予防、歯科口腔保健に関する人材の確保
等を加えることで、本県の歯と口腔の健康づくりに係る施策をより充実させ、健康寿命の
延伸を図るため、条例改正案を提出する運びとなりました。
　県民の更なる健康増進の意識向上につながるよう期待します。

"秋田県歯と口腔の健康づくり推進条例"の全文はこちらから "秋田県主要農作物種子条例"の全文はこちらから

R2.9.25

第1回
自民党会派検討チームによる協議会

R2.12.22

秋田県歯科医師会との協議会

R2.12.4

第3回
自民党会派検討チームによる協議会

R2.11.2

第2回
自民党会派検討チームによる協議会

条例制定までの経緯は
次のとおりです

条例制定までの経緯は
次のとおりです

R3.3.5
県議会2月議会において審議、可決!

条例改正について県歯科医師会と意見交換

自民党会派検討チームの考え
これまで都道府県は、昭和27年に制定された主要農作物種子法
に基づいて、米、麦、大豆の種子生産に取り組んできましたが、多様な
ニーズに応じた種子生産が行われることなどを理由に、平成30年4月
に同法は廃止されています。廃止後、本県では独自に秋田県主要農

作物種子基本要綱等を策定し、これまでと同様の生産体制を維持してきたところです。
　しかし、農業者や関係団体から、体制や政策の動向に変化があった場合に、現行の運用

継続することについて、法的担保がないという不安の声が多く寄せられ将来にわたって、優良な種子を
確保し、安定的に供給していくため、新たに条例案を提出する運びとなりました。
県はこの条例に基づき、米の主産県としての責務を果たすことを期待します。

?

R2.6.18

種子法廃止に基づき
かねてから

農業者や関係団体から
意見や要望を受ける

JA秋田しんせい組合長を
招いた勉強会

R2.6.19

県農林水産部を
招いた勉強会

R2.8.25

第1回 種子条例に
関する検討会（全体会）
及び第1回種子条例検討作業部会

R2.10.16R2.11.2

第4回 種子条例
検討作業部会

第5回 種子条例
検討作業部会

R2.11.19

第2回 種子条例に
関する検討会
（全体会）

R2.10.8 R2.9.30

第2回 種子条例
検討作業部会

第3回 種子条例
検討作業部会

県歯科医師会などと意見交換を
  重ね条例を改正しました

条例制定までの経緯は
次のとおりです

 条例提案に向けて関係者  
      との説明会や勉強会を重ねました

秋田県主要農作物種子条例"の全文はこちらから

なぜ

条例制定？？

R3.3.5
県議会2月議会において
審議、可決!

条例制定までの経緯は

県はこの条例に基づき、米の主産県としての責務を果たすことを期待します。

条例制定までの経緯は

 条例提案に向けて関係者   条例提案に向けて関係者   条例提案に向けて関係者  
との説明会や勉強会を重ねました

秋田県農業の発展を止めてはならない！

条例提案に向けたJA秋田中央会への説明会




